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資 料 ６－１ 

第24回児童福祉審議会 

平成30年２月８日（木） 

第５期横須賀市障害福祉計画（第１期横須賀市障害児福祉計画を含む）の概要 

 

１ 計画策定の背景 

第５期横須賀市障害福祉計画（第１期横須賀市障害児福祉計画を含む）は、

国の基本指針に基づく数値目標と障害福祉サービスなどの見込量を定める計

画で、「市町村障害福祉計画」と「市町村障害児福祉計画」をそれぞれ障害

者総合支援法第 88条第６項及び児童福祉法第 33条の 20第６項の規定により

一体のものとして策定する。 

  計画期間は平成 30年度から平成 32年度までの３カ年。 

 

計 画 の 期 間 

 

２ 計画の概要 

 障害福祉サービス等の体制を確保して、適正な障害福祉サービス等が提供

されるよう、国の基本指針に基づいて、障害者施策の数値目標及び障害福祉

サービス等の見込量を定めた市町村障害福祉計画に加え、障害児通所支援及

び障害児相談支援の提供体制の確保に係る数値目標及び障害児福祉サービス

などの見込量を定める障害児福祉計画を、今期から一体のものとして定めて

いる。 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

 

現計画 

『横須賀障

害者福祉計

画』 

基本理念と施策の方向性 

『市町村障害者計画』（※障害者基本法） 

数値目標と 

障害福祉サービス等の見込量 

『第 4期横須賀市障害福祉計画』 

（※障害者総合支援法） 

＜今回の計画＞ 

数値目標と 

障害福祉サービス等の見込量 

『第５期横須賀市障害福祉計画』（※

障害者総合支援法） 

数値目標と 

障害児サービス等の見込量 

『第 1期横須賀市障害児福祉計画』 

（※児童福祉法） 
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３ パブリック・コメント手続の実施状況 

  （１）意見募集期間 

平成 29（2017年）年 11月 10日（金）から 12月 1日（金）まで 

（２）意見提出者数及び意見件数  

提出人数：48人、件数：145件 
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